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はじめに

本稿は，近代中国における中華民国後期 (1928-1949) の社会学者である栴象

i峰(1900-1982) の社会政策論を中心に彼が1940年代に展開した「社会救済」

および「社会連帯主義」の理念が形作られていく過程を検討していくものである.

二次大戦後に西側諸国で「福祉国家jの体制が確立する以前の社会政策に関す

る歴史的研究については，既に豊富な研究の蓄積がある.

イギリスでは， 19世紀以降の産業化と都市化に伴う新しい貧困問題(特に失業

問題)に対して，貧i翠が怠惰な労働者を再生産し，救貧コストの膨張と経済停滞

を招いていることが問題視された.こうした問題に対して，特に救貧法体制の下

で「救済に値しないjと見なされた貧民を勤勉な市民へと教育するための，慈善

団体や友愛組合などの既存のヴォランタリズムに基づく中間団体の役割が重視さ

れた(長谷川 2013).それとともに，最低賃金制度や職業紹介などを通じた労働

者の質的向上や効率的な労働市場の形成による産業と経済の発展が，イギリスに

おける社会政策論の中心的な課題となった(小峯 2007;江里口 2008;Back-

house and Nishizawa ed. 2010 = 2013) 2. 

フランスでは，フランス革命が築き上げた国家と個人の二元論に基づく社会契

約論的な秩序と「友愛jの理念が，新しい貧函問題の登場の前に限界に藍面した

ことで，両者を媒介する中間的な f社会Jをいかに再組織化していくかが課題と

なった (Castel 1995=2012;田中 2006).特に19世紀半ばから，パトロナージ

ュ(家父長的企業経営)に基づく共済組合が国家の統制や支援を受けながら発展

し，これが第三共和制における社会保険制度と「社会的連帯jの思想(さらには

社会学)を成立させる基礎となった(重田 2010;1331:ド2012). 

日本では， 1920年代に内務官僚の主導でフランスの「社会連帯jの思想が受容

され，それが国家(およびそれと外延が完全に重なる「社会J) に対して能動的

に貢献する能力と義務を持つ国民の育成，という論理に読み替えられていくこと

になった(池本 1999;富江 2007).具体的には方面委員制度により，地域とい

う場における篤志家を中心とした情詮的な社交を通じて，身分・階層による非対
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称的な権力関係を前提とした憐欄や恩恵による救済の論理を克服していくことが

目指された(仁平 2012:65-70). 

中国では，中国大!径を軍事的に統ーした蒋介石の国民党政権(南京国民政府)

が1928年に地方救済院規則を，そして日中戦争の最中の1943年には社会救済法を

制定し，初歩的ながらも国家による社会的権利の保障が法制化されている三各

地方救済院も社会救済法も，日本との戦争や国共内戦という混乱もあり，政策と

制度の実効性や歴史的・社会的な影響力という点においては，イギリス，フラン

スおよび日本と比較可能な内実を持ったものではない.しかし，本稿が着目する

のは，そうした実効性や影響力ではなく，近代の中国も明確に比較可能な経験を

有する以下の二つの事実である.一つには，貧窮者に対する救済をどのように正

当化し根拠づけるのかという，上述の社会政策を立案した学者や統治者たちの思

想的な営みである.そしてもう一つは そうした思想を政策的に実現しようとす

る際に，彼らが藍面してきた様々な課題や困難一一例えば先に各国の事例で取

り上げたような，慈善団体や協同組合などの既存の中間団体による相互扶助の伝

統をいかに再編・統合していくか一ーが，その国の社会政策の!琵有性を規定し

てきた事実である.

以上の問題関心に基づき，近代中毘における社会政策の思想がどのようなもの

であり，そしていかなる課題や図難が存在したのかを明らかにするために，本稿

では特に国民政府の下の社会政策において主導的な役割を果たした社会学者であ

る利象i峰(1900-1983)という人物の思想を取り上げていく.とりわけ，彼が1940

年代に展開した「社会救済jの思想、が形作られていく過程に着目し，その中にお

ける中国に富有の「社会連帝」の論理が何であったのかを記述・分析していくこ

とにしたい.

断っておくと，柄象峰はその思想、における独創性や理論的な洗練さといった点

に関しては，現在の白から見て特筆すべきものがあるわけではない.ここで利象

i睦を取り上げる理由は，この時期の仁1=1留の社会政策における理論および実務にお

ける第一人者であったことに加えて，彼が「社会救済jの実現を目指す際に，中

国社会の現実の中で直面した様々な課題や困難に関する記述が，それ自体におい

て独自性を有する貴重な証言となっているからである.それゆえ本稿においては，

柄象 Il!華の思想を彼の論旨に l~IJ して要約的に紹介するよりも，主に彼の直面した問

題状況に焦点を当てた記述と整理に努めていくことにする.その上で，なぜその

後の中国が「福祉国家Jの道へと歩むことなく， I社会主義jへと帰結すること

になったのかの一端を，単に当時の仁jコ屈における産業化の水準や内戦による混乱

などの外在的な要因に求めるのではなく，柄象!峰における「社会救済Jの思想に

内在する矛盾や限界から明らかにしていくことが，本稿の iヨ擦である.
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2 タルドの社会思想と人口問題研究

近代中国において社会政策と n乎びうるものが登場する文脈を理解するために

まずは栴象111年の学問的な経歴を簡単に振り返っておく必要があるだろう.

約象i峰は1900年に安徽省貴池県(現在の池ナ1'1市貴池区)で生まれ，アメリカの

メソジスト派が南京に設立した金陵大学を1922年に卒業している.] 1927年から

30年にかけてフランスのリヨン大学に留学して博士号を取得し，帰国後は母校の

金綾大学で教鞭を執り， 1931年に設立された社会学系の初代主任となっている.

柄象l峰がフランスで?専士号を取得するまでの経歴については，残されている資料

が乏しく， 日記や!ヨ伝なども遺されていないので詳細は不明である.

1930年代初頭の中国の社会学研究の中心的な担い手は，李景j英や孫本文などア

メリカの大学で、社会学の学位を取得した人物であった5 政治の混乱による政府

の社会統計の根本的な不備という問題を背景として，当時の中間の社会学研究は

フィールドワークを中心とする「社会調査Jの研究が圧倒的に主流であった.初

期においては，都市の人力車夫や近郊農村ーなどを対象にした数量的な社会調査の

そノグラフが量産され， 1930年代半ばになるとシカゴ学派や人類学のエスノグラ

フイーの影響を受けた，質的な社会調査が隆盛する.この時期の中国の社会学研

究は英語圏の社会学の強い影響を受けて，綿密な社会調査を通じた「社会学の中

国化」が目指されており，それは実践的な「社会建設Jへの強い使命感にも支え

られていた(言心哲 1934).利象i峰が当時主流の社会調査研究で、はなく，結果と

して社会政策研究の道へと進むことになった背景として，フランスの社会学が当

時の中国社会学界では傍流であったこととも関係していると思われる.

現在峰認できる限り，柄象i峰が最初に発表した文章は「タルド伝jという，ガ

ブリエル・タルドの社会学説を伝記IJヲに紹介したものである(将象IIJ条1933).何

象峰はこの文章の中で，特に f模倣の法別Jを中心的に取り上げてタルドの学説

を解説し，模倣という概念のl嬰味さについて批判的に言及した上で，以下のよう

な評価を与えている.

彼は全ての学説の中で，模倣にせよ，反対にせよ，あるいは発明にせよ，い

ずれも個人を起源にして語っており，そして個人はこうしたプロセスの中で

重要であることを指摘している.現在のように，我々は「大我Jの中で生活

しているのであるから「小我jの自由意志と責任を完全に抹殺すべきではな

いかという，唯物論や定命論がj嬬没している中にあって，我々はタルドの見

解を忘却しでもよいのだろうか. (柄象i峰 1933:16，下線引用者)

周知のように，タルドの社会学は「社会jというものの全体性を， I一種独特

の実在Jでもなければ，ばらばらな個人の総和で、もなく，個人を結節点とした模
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倣と反復のネットワークという「脳の連帯」から捉えようとするものであった(中

倉 2011).柄象峰の言う In~;物論J I定命論jが具体的に何を指すのかは文中に

明記されていないが，具体的な個人の間の行為や関係性を離れて，全体としての

「社会Jを実体化して語ることに対する批判的な視点を，タルドを通じて獲得し

ていたことは，ここから碍i認lすること治宝できる.

フランスからの帰国後に，栴象IlJ華が社会学者として最初に取り組んだ具体的な

事象が人口問題であった. 1934年に『現代人口問題jという，表と文献を含めて

500頁近い研究書が刊行されている(利象蜂 1934). この研究において利象l峰は，

i止界において豊かな国で、出生率が低くて人口が相対的に少なく，貧しい閣で出生

率が高くて人口が過剰であるという人口の不均等が存在し，そのことがまた両者

の開の不均等を拡大しているという悪循環の構造を指摘している.その上で，拘

象111全はある国家の自然資源と生産力に見合った理想的な人口を「適正人口jとIl乎

び，適正人口を実現するための方法として，国際的な協調による移民，産業の合

理化，産児制限，優生政策などを挙げている(柄象i峰 1934:422-7)6. 

他方で柄象峰は，明確な基準を立てて適正人口を定義することは， I世界各国

の各社会は物質環境，人口組織，文化的背景において差異が存在jするため，非

常に国難であるという以上に不可能で、あると論じている.彼はむしろ， i理想的

な適正人口が有り得るのは文化の各側面においてであるJと，人口規模が適正か

どうかは結局のところ「文化jの問題に帰着するものと考えていた(柄象峰 1934:

420) .当時の中国社会学界のリーダー的存在であった孫本文も『現代人口問題j

に序文を寄せて，この研究の意義を「人口問題の重心は文化にあるのであって人

口と食料にあるのではないjことを明らかにしたことにあると，高く評価してい

る(孫本文 1934)7. 

その後の符象11I争は，タルドの社会思想、や人口問題の研究からは離れていくよう

になる. しかし以上のような，完結した全体性として「社会jを理解することへ

の抵抗と，経済的な問題に取り組んでいく際に「文化Jという社会学的な要素を

重視する柄象峰の立場は，以下に論じていくように，彼の社会政策の研究の中で

断続的に示されていくことになる.

3 貧窮問題と中国における「組織Jの欠如

和j象峰が人口問題と平行して取り組んだのが， i貧窮jに関する社会政策の研

究である.

19世紀末以来， I救国jが知識人にとっての喫緊の課題であり続け，国内政治

の混乱でi芸家が一貫した社会政策を提示する能力を持ち得なかった中国におい

て，貧窮が「社会問題jとして語られ始めるのは極めて遅かった.ょうやく 1920

年頃から，新文化運動を主導した『新青年j周辺の知識人が，マルサスの人口論

などを手がかりに「貧窮は一つの社会問題であって個人が真の問題なのではない
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ことを知らなければならない」ことを主張しはじめている(陶孟和 1920). しか

し，この一文を書いた陶孟和が嘆くように，当時の中国にはまともな人口統計も

経済統計も存在せず， 政府や社会学者による貧困調査もほとんど不在であったs

他方で19世紀後半以降，郷市I1や地方官が設立する慈善団体が都Tn部で発展し，養

老，育児から葬礼，渡し舟に至るまでの生活保障全般を担っていた.特に1920年

の華北地方を襲った大皐魅・大飢僅を契機として， YMCAと有力官僚が合同で

*;3成した華洋義賑会など，政府のJJ危弱さと反比例する形で宮民の慈善事業が広範

に族生していた.このように，当時救貧事業なとなの社会政策を担うべき学者や官

僚が直面したのは，一方では貧窮を「社会問題」として詰るための学問的な方法

論をいかに構築するのか，他方では自由放任的に広がっていた既存の慈善事業を

いかに国民国家の社会政策の中へと再編していくのか， というこつの課題であっ

た.

1927年 4月に蒋介石の国民党によって南京国民政府が成立すると， 1928年 5月

には「各地方救済!淀規則」が公布されている.これは，比較的人口の多い各級政

府の所在地に，養老所，孤児所，残廃所，育嬰所，施医所，貸款所という， i救

済i淀jと総称される 6つの救済施設を設立することを定めるものであった.救済

院の大部分は既存の官民の慈善機関をそのまま再編したものであり，救済院に組

織化されない他の民関の慈善機関は「監督慈善団体法」の下で，行政による登録

と管理を必ず受けるものとされた(劉悦斌 2013).ただし，これらの社会立法は

公的扶助制度という性格を有するものでは必ずしもなく，あくまで無秩序に族生

していた地方の慈善機関を管理・統制する地方行政改革の一環として行われたも

のであった.

193Ml三代半ばになると，欧米や日本の社会政策を吸収して，中国への適用可能

性を検討する体系的な研究が査場するようになる.そうした研究のーっとし

て， 1935年に将象i峰を編著者とする f中国貧窮問題jが刊行されている 9 この

本の1=j:Jで栴象峰は貧窮が「社会」の問題であることを説明するために， i貧窮は

一種の社会病態であるjという社会病理学の語法を採用している(栴象i峰編 1935:

1 ) .彼によれば， i社会学者は社会的病態を研究することによって社会的常態

を発見するJこと，すなわち円高態Jと「常態」を相対的な関係に置いた上で、円高

態、jを見ることを通じて， i常態jにおける「相互の融合・協調Jを明らかにし

ていくことができる(将象峰編 1935: 1-2)ぺこうした視点に基づ、いて，将象 111条

は社会病理学研究における「貧窮Jの定義を参照しつつ，まずはその社会におけ

る標準的な「生活程度J(= I常態J)が何かを具体的に 13)1らかにすることで貧窮

を定義していく，という分析手法を採用している.

柄象i蜂がこの本の中で特に力を注いだのは，中国における貧窮の要因に関する

分析である.例えば，耕地面積や鉱物資源の不足，悪質な衛生環境による感染症

の蔓延，過剰人口などの様々な要国が挙げ、られているが，比較的桁象111華の独自性

が出ていると思われるのは， I社会的要因」における特に「家族制度JI家族主義」

117 



に関する記述である.それによると，中国では「家族の中の一人がいったん少し

ばかりの成功を収めた時，父方・母方の従兄弟たちが，その後にくっついて食べ

ていくことが当たり前のことになっているjという「家族共産HilJJの仕組みが，

人々に依存心を生み出している(栴象!峰編 1935: 272). それに加えて， I~家や

比較的な大きな協同組合の事業もがj血縁的な集団の中で営まれており， I個人が

完全にi担縁団体(家族)の内に吸収されているために，それが比較的大きな社会

組織を問害する結果になっているjことによる「散漫性の養成」が，中匡!におけ

る貧窮問題の原因となっていることが論じられている(将象峰編 1935: 272-3)11. 

中I!Iにおける「組織jを形成する文化や能力の欠如lに対する問題意識は，以下

のような既存の伝統的な救済事業に関する利象峰の評価にも表れている.

中国の救済事業は，その設立が公であれ私人によるものであれ，その動機は

民心を能絡するためであり，あるいは急公好義の名で，産感的に婦人の仁を

なすための衝動によって駆り立てられたもの，あるいは福善禍淫の信念に惑

わされたものである.いわゆる現代社会性の観点が全く欠如しているのであ

る.用いている救済の性質は，施しの性質に属するものであり，人を救う一

時しのぎになるだけで，人を助けることで自立させるという歩みがない.こ

れに加えて厳密な組織がなく，救済を受けるべき人が恵みを受けられずに，

絞殺な者がこの種の弱点を利用して，重複して義損金を受け取る者も少なく

ない.結局乞食で溢れ返り，貧民の多くは依存心を有し，乞食を職業として

小康を得る者も多い.だから，貧窮の中毘社会においては，さらに貧しさを

奨励する勢力が加わっているのであり，それは貧窮を普遍MJな現象にさせて

いるのである. (何象峰編 1935: 325-6，下線引用者)

この記述に続けて，柄象111年は南京を例に挙げて， 9=1 国には郷紳やi可郷会などの

地縁的な関係に基づく多種多様の慈善機関が存在していることを指摘している

が，評価はやはり否定的なものであった.つまりそうした慈善機関においては，

救済人数の少なさや経費の慢性的な不足といった， I組織が厳格で、あるかどうか

や，救済方法が科学化されているかどうかなど，普遍的で早急に解決すべきと思

われる問題」が存在しているという(何象IIJ制覇 1935:329). 彼は新たに再編さ

れた地方救済院の現状についても触れているが， r人員の変更が頻繁で，効率は

大いに低下し，経費もいい加減で収入が支出に足りていないjと， I日来の慈善機

関の弊害が依然、解消されていないことが述べられている(将象峰編 1935: 357). 

f中国貧窮i問題jの結論部において柄象峰は，今後の課題として科学的な方法

による綿密な計画と，それを実行するための「人材jの必要性を強調している.

彼の言う「人材Jとは，単に実務能力のある技術者を意味するものではなく， r公
正で手IJ己的ではない精神を備え，勇んで人々に奉仕する仁慈的な情感や，力強く

前に進む毅力および事実の中に真理を求める(有笑求是)知性と科学者の技術や
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頭脳をもっ幹部人材Jという(将象峰編 1935:357)，幅広い問題に対応できる

能力を持つ人絡的なリーダーのことを指すものであった.このような，救済のた

めの f組織Jを設立・運営していくための全人格的な能力をもった「人材jの出

現に対する期待は， ~I~年の利象III華の社会政策の議論の中で繰り返し語られていく

ことになる.

4 i社会救済jの思想と「人Jの問題

4.1 r人材jへの問題意識

1937年 7月以降の日本との全面的な戦争は，国民政府の様々な社会政策を頓挫

させると当時に，むしろ柄象峰の社会政策に関する研究を深化させていくことに

もなった.若者1$のi萄京が陥洛すると，彼の所属する金陵大学はi司じキリスト教系

の大学である華西協合大学との繋がりで， Im)11省の成都に移転する.その後も，

金陵女子大学，斉魯大学，燕京大学などキリスト教系の大学が次々と成都に移転

し，大学が集積する華西犠地区は日中戦争の時期，見i珂の西南j蹄合大学(北京大

学，清華大学，南関大学で結成)とともに，中国における学術の中心地のーっと

なった12 社会政策に関わる活動や研究についても，以前と比べても小さくない

前進が見られた.成都に集まった大学の学生が合同で、農村に赴いて啓蒙活動を実

施し，そして金陵女子大学が中心となって成都市の慈善団体に対ーする全面的かっ

詳細な社会調査が行われ(馬必寧 1939)，さらには成都とその郊外の農村宇で母親

と子供に対ーする簡単な医療や社会教育などの福祉事業が実施されている.

この成都の時期に利象III華は，辺境の少数民族に関する調査・研究に関わってい

る.これは，もともと華西協合大学が人類学者による少数民族研究の拠点である

ことで，共同研究に参加する機会を得たことの他に，重度・国民政府-が四川省酉部

の少数民族地区を「西康省jとして新設する準備のための，社会調査に動員され

たことによるものである.柄象III華は1938年に西康社会調査団を組織して 8月から

9月にかけてチベット族の調査を行い(栴象IU華1941)，1940年にはIm)11省政府辺

区施教団を率いて， 7月から 4ヶ月かけて涼山地域のイ族を調査している(李列

2006). これらの少数民族調査の詳細を検討する余裕はここではないが，何象!峰

が社会学者として長期にわたるフィールドワークをはじめて経験し，地方・農村

の現場を目の当たりにしたことは，結果として彼の中国社会の現状に対する批判

的な視点をより強化することになった.

例えば，何象1I1華は1940年のイ族調査の道中で立ち寄った農村ーは!日・鎮)を観察・

調査した経験に基づいて，当時国民政府が推し進めていた「新県制」と呼ばれる

新しい地方行政ililJ度が実現するための条件について考察を加えている(柄象i峰

1940) .新県f!i1Jは，主に戦時体制のための自衛組織と効率的な資源動員という目

的から，県を基礎的な自治単位と定めた上で，例えば10戸が甲， 10甲が保という

形で，末端に至るまで行政の単位と等級を確定するとともに，各レベルにおいて
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住民の合意を得るための民意代表機関を設けるものであった(味関 2005).桐象

Ul年はこの新県制が確立するかどうかの鍵のーっとして， I首長の人材の問題jを

挙げている.彼が観察した農村の状況によると，現在農村の長にある人物は学問

もなければ小さな問題に対処する能力もなく，能力のある人材が就いたとしても，

待遇が極めて低いために汚職に走るか職務を放棄して外に出てしまうかで，結果

として質のよい郷紳(良紳)は極めて乏しくなっているという有様であった(拘

象峰 1940:28-9). こうした観察は拘象峰一人のものではなく，当時の中国にお

ける農村で活動する知識人にとって，いかに「土豪劣紳」と「公正士京IjlJ とを慎

重に見極めて，事業に協力できる「郷村の中の善良な人(好人)Jを発掘してい

くかは，共通の課題および'悩みであった(章元善 1936:2). 

4.2 社会救済法と「社会連帯主義」

戦争の長期化に伴う戦災難民への対処という問題を背景に， 1940年に社会政策

の専門部局である社会部が成立すると，何象i峰も社会政策の研究へと復婚して，

政策立案の中心的な担い手となっていく.その際，貧窮問題に関わる政策の理念

を示すものとして広く用いられたのが， i社会救済jの概念である.

1936年に内務部官僚の陳凌雲が著した f現代各国社会救済jでは， I社会救済J
に二つの意味が与えられている.一つには， I社会救済は政府の人民に対する一

種の重要な責任であり，人民の方面においては，それが一種の共有すべき権利で

ある」と述べられるように(練凌雲 1936:1)，政府の責任と人民の権利という

シティズンシップとしての意味である.もう一つは， i社会救済事業の百標j と

して f過去の消極的な f慈善jr布施jなどの方式を応急に改編し，積極的な f互

助jと『公共責任jの観念を成立させる」ことが挙げられているように， I恩恵」

げ包与」による消極的な救済である「慈善jの対概念としての，能動的な「個人

の社会に対する責任j としての意味である(陳凌雲1936:291). 

以上の「社会救済Jの意味論は，栴象i峰の社会政策に関する議論にも継承され

ている.彼は「社会救済Jという概念を月3いる理由を， I怒心善念jの個人的な

動機に基づく「慈善事業jとは対称的に， i救済される者と救済する者とはi可じ

社会に属しており，お互いの間には一連の社会行為が現れ，そのi翠果関係および

制度はやはり社会の中から説明することができるJからであると論じている(何

象峰1942: 8). 柄象峰にとって，こうした「社会」の観点を欠如させた「慈善」

の典型的なものこそが，既存の伝統的な中国の救済事業であった.彼によると，

それらは「組織の方面はやはり不健全さらには無系統であり，ひどい場合は責任

者が担当する機関の状況を知らないJだけではなく(柄象峰 1942:8)，救済方

法も各機関同士の連携を欠いた一時的な施与が中心で、「かえって依頼性を促進し，

実に社会にとっての寄生虫を生み出しているj ものでしかなかった(拘象峰

1942: 11). こうした評備は，これまでの各地方救済院規則の限界と失敗を宣告

するものであると同時に， i社会救済jの理念に基づく新たな社会政策の必要性
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を訴えるものであった.

社会部は1943年に，各地方救済院規別に替わる包括的な社会法制として社会救

済法を制定する.社会救済法は，日本が1929年に制定した救護法にほぼ相当する

公的扶助制度であり， 60歳以上の「精力衰耗者」や12歳以下の子ども，妊婦や身

障者などに対する施設の収容，現金あるいは必需品の供与，医療費や出産費用の

免除，職業紹介などの内容を細かく規定したものである 13 社会部長の谷正綱は，

「責任観念をもって慈善観念に代えることJi救済を受ける人の衣食住の救済を

行うだけではなく，救済を受ける人の技能，思想および徳行の訓練を特に重視す

るJことを社会救済法の趣旨として説明しているように(谷正綱 1944a:106)， 

この法律における「社会救済」もやはり，受動的で、依存的な「慈善Jを克服する

ものとして位置付けられていた.

社会部の要請を受けて，成者1)の各大学の社会学者が集まって「社会救済研究会」

を組織し，社会救済法の理念を解説するものとして， 1944年に将象IIJ華を編著者と

する『社会救済Jが刊行されている(約象IIJ全編 1944)，柄象i峰はこの本の冒頭で，

f社会救済とは簡単に言えば，人と人の間の関係あるいは社縁で、あるJと書き出

した上で，そもそも何故「社会救済」を必要とするのかの理由の一つに「社会連

者主義jを挙げている.何象1I1華はフランスの社会経済学者であるシャルル・ジッ

ドに依拠しながら 1.1 i社会連帝主義jを「各個人の行為は必ずその他人および相

互間に対して何らかの影響を生み，それが禍や福をもたらす」という認識に基づ

いて， r人類の社会を一つの互助的な大社会に構成していく」思想であると説明

している(柄象蜂編 1944:6-7)，ジッドの社会連帯思想、は，日本で広く参照さ

れたレオン・ブルジョワのような，公権力(具体的には強制的な社会保険制度)

を通じて「社会的連帯jを普遍的にしていこうとする立場に対して，個々の協i司

組合(特に消費協同組合)組織に根差した「協同組合共和国Jを志向するもので

あった(田中 2006:241-2;重田 2010:159-63)，和j象1I1華の「社会連帯主義jも

同様に，先験的に完結した「社会jの存在を前提にする一一例えば「社会Jを

「債権者Jとして擬人化するブルジョワのように一ーのではなく，個々の「関

係jや「互助」から出発して「社会連帯」を構築していくという方向性を持つも

のであったと理解することができる.

4.3 r人Jによる f人治主義」の解決

「社会救済」と「社会連帯主義jを実現するための課題が何であったのかは，

やはり既存の救済行政・慈善事業に対ーする将象i峰の評価から窺うことができる.

彼によると，地方救済院などの公的な救済機関は運営の重複や協力・連繋の欠如，

経費や人材の不足に加えて，救済される人11Jjが郷紳の親戚ばかりという状況にあ

った(柄象蜂編 1944:106) 15，そして私的な救済事業についても， rわが国のー

殺の政治的な施設は，多くは f人治主義jとくに賢人を信頼する政治となってい

るJとして(柄象峰編 1944:108)，その弊害が以下のように指摘されている.
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たとえ賢者を政治に当たらせても，必ず、永久にとはいかないし，また「人存

すれば政挙がり人亡ければ政怠むJ(ある政策の成否が指導する人物の良し

悪しに依存すること一一一引用者註)という悩みが容易に生まれやすい.わ

が国の私営救済事業にはこの種の欠点があるため，平時にその事業に責任を

負い，指導に当たる賢明な者を推挙している.運良く賢明で能力のある者に

出会えば良いが，もし賢明さも能力もない，あるいは能力はあるが賢明でな

い，さらには賢明でもなく能力もない者に当たってしまうと，容易に救済事

業を余すことなく解体させてしまうことになる. (柄象!II併記 1944: 108) 16 

このような，指導者個人の能力という偶然性に過度に依存した「人治主義」の

弊害を生み出している原因として，柄象11I争は「組織が散漫(怒'陣)で、規模が小さ

い」という「わが国の社会組織の各単位の通弊Jと，救済事業の「老紳士」の余

業として担われているという「社会救済事業の人材の欠乏Jを挙げている 1i 特

に前者の問題を生み出している原因について，柄象11産は「わが国の社会において

政治的な天才を有する人事が容易に得られないことによるJものと論じている(柄

象Ih華編 1944: 109). 

以上のように，拘象峰は「組織jではなく「人jに依存した救済事業のあり方

が，中国における貧窮問題の解決を圏難にしている根本的な原因であると分析し

ていた.他方で，上述の「政治的な天才を有する人事jという言い方にも象徴さ

れるように，そうした問題を解決するためにこそ，人格的な指導力をもった「人

材J1-人事」の出現や発掘が重要な鍵であるという，一見矛盾した論理が断片的

に語られてもいた.そのような， I人治」がもたらす問題を解決するのは，結局

のところ「人jだけであるという論理は，同時期に展開された彼の伝統的な儒教

文化に対する再評価にも表れている.例えば柄象11年は仔J会救済jの中で，儒教

を1:j:J心とする中国文化は「人の方面とくに社会倫理の方面で、は高くて深遠な造詣

を有している.それはわが国の文化の根本が「人Jを本位とする文化であるため

であるjとして，こうした中国に固有の社会道徳の再建のためにこそ「社会救済」

の提唱が必要であると論じている(何象i峰編 1944: 8-10). また加の文章でも，

「我々の文化的活動は，そのほとんと守が人と人との関係を中心としたものである.

民衆がEl常的に受けている教育がいかに「人JI良き人Jになるかであることや，

f人情は天道に大いに似ている(人情大似天Hなどの言い方に，その概略を見

ることができるjと，仁I:J!翠が儒教を中心とした「人本位Jの社会であることが積

極的に評価されている(将象峰 1944c: 10) 18. 一見して明らかなように，和j象Ih華

の中国文化に対するこうした評価は， r人と人との関係」を起点に置く彼の「社

会連帯主義Jに対する理解と共振する部分が多い.

こうした拘象峰の中国文化論は，それ自体は凡庸な嫌いが否めないが， I社会

救済jを通じた「社会連帯jを実現するに当たって直留した， r人jの問題を解

122 



決する具体的な資源をどこに求めるか，という切実な問題関心に由来するものと

して理解される必要がある. しかし栴象Il年の記述は断片的でもあり，彼が批判す

る「人治主義Jの問題と儒教的な「人本位Jの文化に対する評価とが，いかなる

整合性を持つものであるのかという根本的な問題について，より議論が深められ

ていくことはなかった.析j象峰は i千二'1主における民主主義の展望について， i正義

感を有する社会人士が勇敢に立ち向かい，まずは民主を実行する図難を解決する

ことを希望するjという期待を語っているが(尚丁 1945:20)，そうした「社会

人士」が出現するための具体的な道筋が示されることはなかった.

むしろ，総力戦の展開が深化するにつれて，利象III華も観察していた「人治jの

弊害はより顕著なものとなっていく.先に述べた新県flJIJの下で首長に任命された

郷*111は，強力な行政権を新たに手にしたことで，一方では近親者のための兵役逃

れや物資の流月?と，他方では無力な住民に対する暴力的な資源徴発による，地域

社会の深刻な歪みと混乱をもたらした(~~~寸・笹川 2007; 笹川 2011) ，社会救

済法の運営は新県制を枠組みとしていたので，こうした混乱は社会救済法の実施

にとって深刻な打撃を与えることになった.このような国難に対して，柄象IU争と

は全く異なる解決法を提示したのが共産党であった.共産党は，総力戦の中で蓄

積された「土豪劣紳Jに対する民衆の jレサンチマンを動員し， i土豪劣紳」を暴

力的な手段で排除すると同時に，復員兵士から雑業労働者や浮浪者に至るまで，

農業経営や耕作の経験・能力とは無関係に農地を平等に分配していった(笹川

2011: 183-96) 19，結果として，こうした共産党の施策が「成功jを収めたことに

より，度重なる戦争と内戦による混乱の中で実行に移される機会を失っていた社

会救済法と「社会救済」の理念は，最終的な挫折を強いられることになった.

5 おわりに

本稿は，民i主Dm中国の社会政策における思想と実務を中心的に担った社会学者

である，和j象III華の「社会救済」および「社会連帯主義jに関する議論を検討する

ことを通じて，近代中国における社会政策の思想と実践が直面した課題やi翠難を

明らかにしてきた.

拘象峰は中国において「社会救済Jの実現を妨げている要因を，既存の中国の

慈善救済事業が，厳格な「組織jを運営する文化的な能力が欠如した散漫なもの

であるために，指導・運営する「人Jの良し悪しという偶然性に依拠せざるを得

ないことに求めていた.そしてこの問題を解決する方法として，断片的な JI~では

あるが， i組織jを設立・運営する人格的な能力を持った「人材jおよび「人j

の出現への期待や， i人本位Jの伝統中国的な儒教文化への再評価が諮られるこ

とになった.利象峰が全体としての「社会」の観点からではなく，タルドやジッ

ドのような，具体的な「個人」および f人と人との関係Jから出発する社会思想

から影響を受けていたことは，彼の「社会救済jの思想を理解する上で、極めて示
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i凌的である 20 例えば，戦前期日本の社会事業思想、における「社会奉仕jのよう

に，そこで、は奉仕すべき一体的・全体的なものとしての「社会」が自明なものと

して語られていたが，柄象蜂はこのような大文字の「社会Jを詰ることは基本的

になく，そこに関係性や互助(およびそれらに基づく「組織J)という以上の意

味を与えることはなかった21

冒頭で触れたように， 18世紀以来の慈善団体や友愛組合，共済組合，地域共同

体などの中間的な団体や組織の果たしていた役割は， 1福祉i芸家Jの体制が成立

する歴史的プロセスを理解する際の重要な鍵となっている.仁ドi主iにおいても，郷

市1lの運営する慈善事業や虫縁的な相互扶助の仕組みが広範に存在していたが，本

稿でi明らかにしてきた通り，柄象Ih華をはじめとする当時の救貧や社会政策に関す

る議論において，これらはむしろ「社会連帯」を妨げる元凶として認識されてい

た.それゆえ繰り返すように，中国で中間的な社会組織を通じた「社会連帯Jを

新たに創出しようとすれば，やはり人格的な指導力を有する「人jを核にする以

外にないという，矛盾を抱えた方法に依拠せざるを得なかった')')中国社会にお

ける共同体的な性格を持つ中間団体の不在は， M.ヴェーバー，費孝通，福武直

以来の，社会学における中国社会論の中で繰り返し語られ続けてきたテーマであ

るが，それは外在的な視点から I1宇宙社会」を単一の文化的特性を持つものとし

て観察・記述するのではなく，中国の「近代化Jを目指した人々がその試行錯誤

の過程で産面した，様々な課題や困難に却して内在的かつ具体的に明らかにして

いくことが必要になる.

本稿では紙幅と能力の限界もあり，栴象峯という一人の学者の思想と言論に対

象を限定してきたため，冒頭に掲げた先行研究や課題を踏まえれば，本来検討さ

れるべきいくつかの問題を省略せざるを得なかった.一つには，ここで取り上げ

た社会政策と当時の畏間社会の慈善事業とのせめぎ合いについての，より現場に

近い資料に基づく実態的な分析である.そしてもう一つは，将象峰がなぜか全く

触れることがなかった，華i羊義娠会における協同組合(合作社)の運動など，中

国で新たに中間的な社会組織を作り出そうとする様々な試みと，上述の社会政策

との関係についての分析である.これらは，1国家Jと 1(市民)社会jという近

代社会に普遍的な枠組みが中国において立ち現れていくプロセスとメカニズムが

何かを，控史社会学的に明らかにしていくことを意味するものである.以上の残

された課題については，稿を改めて検討していくことにしたい.

[註]

ここで「社会政策jと11乎ぶ場合， T'H・マーシャルの定義するシティズンシ

ップとしての社会的権利に関わる政策全般を指している (Marshalland Botto-

more 1992 = 1993). 

2 とりわけ，戦後福祉国家の創設者と一般には評価されているウィリアム・ベ
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ヴァリッジについて，近年の研究では彼の f自発的活動j(1948年)などを取

り上げて，社会保障制度の運営にはヴォランタリズムの精神に基づく能動的な

市民参加による補完が不可欠であり，そのための友愛組合の伝統の再建を主張

していた事実などが強調されている(小峯 2007:394-5;擁垣 2010). 

1 1928年から40年代にかけての由民党政権の社会政策と それが既存の慈善・

救貧事業に与えた影響については，特に2000年代以降の中国語圏で豊富な研究

の蓄積がある(岳宗福 2006;小浜 2007;任雲関 2007;孫善根 2007;王絹

2010; 曾桂林 2013). 

i 将象11I全の経歴については，鹿紹堂 (2005) を参照. J寵紹堂の研究は，学11:1])'19 

に参照可能な水準という意味では，管見のj浪り何象11I華に関する Ilft-の専論であ

る.

民国期の中国における社会学研究の概観については李情林 (2008)，社会調査

の方法論をめぐる対立や論争については李章鵬 (2008)，主に孫本文と1=1=1心と

するアメリカ社会学の影響については関書欽 (2013) を参照.

G 柄象i峰は{憂生政策を欧米各国で流行している政策として基本的には肯定的に

評価しているが，他方で「優良品質の標準」には絶対的な基準がないことも繰

り返し強調し，人種的・遺伝学的な語法や政策手段は慎重に退けている.彼は，

ある人間が r1憂良Jであるかどうかは「その社会に存在している需要と深く関

わるものjである以 i二，必然的に社会の変化に応じて可変的なものであるとい

う理解から， I優良」に対して「優秀な適応能力」という以上の定義は与えな

かった(栴象峰 1934: 381-5). 

もともと孫本文はコロンビア大学の沼学時代に学んだ W.F.オグバーンの

「文化社会学jやシカゴ学派などの影響で，社会的行為の研究はその基礎にあ

る「文化Jの環境と結合させるべきという立場を採っていた(問書欽 2013). 

B 1930年頃から「貧窮線jの概念を用いて中国の貧窮人口を確定しようとする

研究が登場しはじめるが，元データは白勢調査ではなく(民国期には完全な形

の国勢調査は実現しなかった)，あくまで、社会学者が個々のフィールドで行っ

た量的社会調査を寄せ集めて推計したものである.例えば利象i峰編(1935)は，

李景漢，陶孟手IJ，I糠達なととの社会調査が明らかにしている収入や生活コストの

数値から，都市と農村を合わせて全中国の人口の 3分の 2，つまり 31:意人前後

が貧民であると推計している(柄象峰編 1935:80). 

この本の文庫版として， 1937年に『貧窮問題Jが商務印書館から刊行されて

いる(将象峰 1937). 基本的に内容の違いはないが，社会病理学による説明が

かなりカットされている.

10 特に柄象i峰が頻繁に引用しているのは，個人と環境の変化の開の不調和とい

う「社会的不適応Jから「社会病理Jを定義したよL.ギリンである.社会的不

適応は，註 6の優生政策を「適応能力」という観点から評価する彼の考え方に

も反映されている.社会病理学研究には， I社会病理jが発生する要因を総花
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的に羅列して記述する傾向があるが， I可じ難点は利象1I1争にも当てはまる.

II こうした中国における家族制度の特質を記述するに当たって，利象峰は1920

年代から30年代かけて活躍した「支那通Jである長野朗や， li詰鮮史」を掲げ

た歴史学者である稲葉岩吉(若山)など，日本における(特に当時の対中国政

策を正当化する文脈をもった)仁l=1llij社会論を参照している.農本主義者であっ

た長野は，中国の伝統的な地縁・ J1凶暴の社会組織について，国家に依存しない

「自治jの潜在能力という側面があることも積極的に評価していたが(西谷

2003) ，析j象111華の議論には全く反映されていない.

12 Eい:1=1戦争期jにおける成都・華西塙の情景については，岱峻 (2013) で詳細に

活写されている.特に拘象IlJ争を含む社会学者の活動については，岱i唆 (2013・

282-96) を参照.

l:l 社会救済法は明らかに救護法を参考にしたと思われる条文が多く見られるが，

以下の 2点において大きな速いがある.第 1に，方面委員制度を基盤にした救

護法が居宅救済を原則として救済の具体的中身に言及していないのに対して，

社会救済法は各地方救済院規則を継承したため施設救済が原則となっており，

同時に救済内容を細かく規定していたことである.第 2点は，救済の請求権が

救護法で、は事実上否定されていたのに対して，社会救済法では「救済を受ける

べき入は主管官署あるいは救済施設がある場所に行って，適切な救済の付与を

詰求することが出来る.ただし救済は職権によってこれを為し得るものとする」

(第四条)と，限定的ながらも請求権が認められていたことである.他の細か

い点では，救護法における不正受給に対ーする罰則規定が，社会救済法には存在

しないことなどの違いがある.

14 フランスの中国人留学生とジッドは物心両田での情設的親交があり， 1930年

にフランスの中国人留学生がパリで組織した「連帯主義研究会jには，晩年の

ジッドが招かれて講演している(彰師勤 1933:9). 1937年に柄象111争と同じリ

ヨン大学に習学した彰師勤により，ジッドの晩年の講義録である Lα Solidαrite

(r連帯j) が， r連鎖論jという書4宰名f5iでで、翻訳.I出i

l日5 この文章でで、朽柄j象峰が参!照1烹夜している救j済斉烈i院涜の現状報告でで、は， 以下のように記さ

れている. I経費が眼られているために，外見は普及していないわけではない

が，各地の状況の多くは中身のない機関が設けられているだけで，収容して扶

養されている者が極めて少ないか，全く収容されてもいない.郷料1 (士事11)が

紹介する独身の者や障害のある者(鯨寡残廃者)だけに毎日少量の食糧が与え

られている.上級機関の検査がある時には準備して，集まって接待したり，適

当な公立あるいは私立の事業を，看板だけ架け替えて少ない手当てを与えたり

している.本当に実績があるものは，実際のところほとんど珍しいものである.

設備が行き届かず運営も上手く行っていないため，地方の乞食の中には救済機

関を牢獄のようなものだと考えて，収容されるより乞食になることを望んでい

る.他の場所では，救済の経費が郷市11の親戚で図窮している者を救済する資金
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にしかなっていないものもあるJ(李宗黄 1941:6-7). 

16 社会部長の谷正綱も同じ成語を引用して「人材Jと「人jの問題に言及して

いる. i孔子は f人存すれば政挙がり人亡ければ政患、むjと言っているが，こ

れは人が政策を推進・実行するという一つの重要な要素を説明するものであ

る.人材の欠乏は，我が国の現在の一般的な現象であるが，社会行政と社会事

業方面では，一種の深刻な恐慌である.この種の恐慌は，我々が遭遇している

最大の国難であるJ(谷正絹 1944b). 

1i 将象IIf華は別の文章でも，人の良し悪しに依存した救済事業の状況を以下のよ

うに述べている. iわが屈の運営する救済事業は，少数の地方の公正な郷紳(地

方正紳)が，多くはただ熱心な感情によって活動に従事している他は，大部分

は無学で方法がなく ，lji に数が多いばかりである.漁父のキIJ で私H1~を肥やす者

に至っては，身の回りで死者を出しながら，自らの救済や生財の道しか考えて

いないという，こうした類の人士が救済活動を担っている.これでどうして守

旧の蔓延や耐え難し、腐敗，事業の失敗という結果をもたらさないことがあるだ

ろうか.これは私が直に見ているところの事実でもあるJ(何象峰 1944b

16). 

18 拘象111禁はインドを「天J íネI~J を本位とする「解鋭的」な文化，西洋を「物J

を本位とする「分析的Jな文化，そして中国を「人」を本位とする「現実的」

な文化として類型化している(利象i峰 1944c).この三類型は有名な文化保守

派で農村運動家でもあった梁激渓の「東西文化およびその哲学jの枠組みに(か

なり平板化した形で)従っているが(梁激浜 [1921J2005)，柄象IIJきの{語教文

化に対ーする再評価も梁激渓の哲学の影響によるものと見られる.

!9 共産党自身も，農村を動員する過程で「人情J や「感情」といった情詮Él~ な

人間関係に深く依存していたことは，近年の歴史研究でも明らかにされている

(高橋 2006;張宏剃J2012: 131-5). 

~O 事実， i入Jを1:1=1心に組織形成と連帯を実現するとし寸柿象111華の発想は，タル

ドの社会思想とも緩やかに重なっている.タルドは分業を双方向的な関係にす

るための協働と連帯の組織を「アソシアシオン」と呼んだが，それは「一人の

人間の脳から飛び出てくる」と明言されているように， i天才的な個人の自由

な跳躍」による「発明」から生み出されるものと考えられていた(中倉2011: 

382 -9 ).孫本文の師匠であるオグバーンも，タルドに影響を受けて「発明の

社会学」を展開していた(中倉 2014). 

21 社会的権利の思想と政策をめぐる日本とr-j::lj~の相違については，穐 111 (2015) 

で5命じている.

「組織jと f人」の聞の矛盾を解消するための可能性を持った一つの方法と

して，梁ì!U史 j冥が提示した f人治13~多数政治J を挙げることができる.梁ì~ij~?冥は，

西洋のように個人の権利ではなく人間関係の「倫理Jを出発点とする中国社会

においては，民主主義は多数決政治ではなく「尚賢尚智jの指導者が多数者の
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i司惹;と承認を得ながら実現していくものであり，そこにおける「公民権」も権

利ではなく，集団に対する倫理的な義務を意味しなければならないと論じてい

る(梁激浜 [1937J2005: 292-5). 1930年代に梁激渓を含む幾人かの知識人に

よって展開された「郷村建設J運動の第一の自襟も，農村ーを指導する f人材j

の育成にi置かれていた(宣朝慶 2011). 
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